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石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 十 九 号

石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

第 一 条 石 川 県 事 務 委 任 規 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 六 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 保 健 福 祉 セ ン タ ー 所 長 の 項 第 一 号 中 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、� を � と し 、 ９ を � と し 、 ８ を � と し 、 � の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。
９ 第 三 十 七 条 の 二 の 規 定 に よ る 被 保 護 者 が 支 払 う べ き 費 用 の 支 払

別 表 第 二 保 健 福 祉 セ ン タ ー 所 長 の 項 第 一 号 中 ７ を ８ と し 、 ６ を ７ と し 、 ５ を ６ と し 、 ４ を ５ と し 、 ３ を ４ と し 、

２ を ３ と し 、 １ を ２ と し 、 ２ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

１ 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 急 迫 保 護 の 実 施

別 表 第 二 精 育 園 長 の 項 及 び 錦 城 学 園 長 の 項 を 削 り 、 同 表 保 健 所 長 の 項 中 第 三 十 四 号 を 削 り 、 第 三 十 五 号 を 第 三 十

四 号 と し 、 第 三 十 六 号 か ら 第 五 十 一 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 項 第 五 十 二 号 １ 中 ｢ 及 び 第 二 項 ｣ を ｢ か ら 第 三

項 ま で ｣ に 、 ｢ 特 定 施 設 ｣ を ｢ 特 定 施 設 等 ｣ に 改 め 、 同 号 ２ 中 ｢ 特 定 施 設 使 用 ｣ を ｢ 特 定 施 設 等 の 使 用 ｣ に 改 め 、

同 号 ３ 中 ｢ 特 定 施 設 ｣ を ｢ 特 定 施 設 等 ｣ に 改 め 、 同 号 ４ 中 ｢ 第 八 条 ｣ を ｢ 第 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ｣ に 、 ｢ 特 定 施

設 ｣ を ｢ 特 定 施 設 等 ｣ に 改 め 、 同 号 ５ 中 ｢ 特 定 施 設 ｣ を ｢ 特 定 施 設 等 ｣ に 改 め 、 同 号 ８ 中 ｢ 及 び 第 二 項 ｣ を ｢ か ら

第 三 項 ま で ｣ に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 十 一 号 と し 、 同 項 第 五 十 三 号 １ 中 ｢ 特 定 施 設 ｣ を ｢ 特 定 施 設 等 ｣ に 改 め 、 同

項 中 同 号 を 第 五 十 二 号 と し 、 第 五 十 四 号 か ら 第 五 十 八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 ダ ム 建 設 事 務 所 長 の 項 を 削

る 。

第 二 条 石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 七 号 １ 中 ｢ 動 物 取 扱 業 ｣ を ｢ 第 一 種 動 物 取 扱 業 ｣ に 改 め 、 同 号 ３ 中 ｢ 第 十 四 条 第 三

項 ｣ を ｢ 第 十 四 条 第 四 項 ｣ に 、 ｢ 動 物 取 扱 業 者 登 録 簿 ｣ を ｢ 第 一 種 動 物 取 扱 業 者 登 録 簿 ｣ に 改 め 、 同 号 ４ か ら ６ ま

で の 規 定 中 ｢ 第 十 四 条 第 三 項 ｣ を ｢ 第 十 四 条 第 四 項 ｣ に 改 め 、 同 号 ８ 中 ｢ 又 は 飼 養 施 設 の 設 置 ｣ を ｢ 、 飼 養 施 設 の

設 置 又 は 犬 猫 等 販 売 業 ｣ に 改 め 、 同 号 中 � を � と し 、 � を � と し 、 同 号 � 中 ｢ 第 三 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ｣ を

｢ 第 三 十 五 条 第 一 項 本 文 ( 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)｣ に 、 ｢ 及 び ね こ ｣ を ｢ 又 は 猫 ｣ に 改 め 、 同 号

中 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � を � と し 、 � の

前 に 次 の よ う に 加 え る 。� 第 二 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措 置 の 命 令 又 は 勧 告

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 七 号 中 � を � と し 、 � を � と し 、 � の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。� 第 二 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ る 第 二 種 動 物 取 扱 業 の 届 出 の 受 理� 第 二 十 四 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 の 受 理
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2 平成 25 年３月 29 日 (金曜日) 石 川 県 公 報 号 外� 第 二 十 四 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 変 更 等 の 届 出 の 受 理

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 七 号 � 中 ｢ 第 二 十 四 条 第 一 項 ｣ の 下 に ｢( 第 二 十 四 条 の 四 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。)｣ を 加 え 、 同 号 � を 同 号 � と し 、 同 号 � 中 ｢ 第 二 十 三 条 第 三 項 ｣ の 下 に ｢( 第 二 十 四 条 の 四 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。)｣ を 加 え 、 同 号 中 � を � と し 、 � を � と し 、 同 号 � 中 ｢ 第 二 十 三 条 第 一 項 ｣ の 下 に ｢( 第 二 十 四 条

の 四 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)｣ を 加 え 、 同 号 中 � を � と し 、 � の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。� 第 二 十 二 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ る 犬 猫 等 の 所 有 状 況 の 届 出 の 受 理� 第 二 十 二 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 犬 猫 等 の 検 案 書 又 は 死 亡 診 断 書 の 提 出 の 命 令

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 七 号 � を 同 号 � と し 、 同 号 � 中 ｢ 第 十 六 条 第 一 項 ｣ の 下 に ｢( 第 二 十 四 条 の 四 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)｣ を 加 え 、 同 号 中 � を � と し 、 � を � と し 、 ９ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。� 第 十 四 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 犬 猫 等 販 売 業 の 廃 止 の 届 出 の 受 理

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 三 十 七 号 に 次 の よ う に 加 え る 。� 第 四 十 一 条 の 二 の 規 定 に よ る 動 物 虐 待 等 の 発 見 の 通 報 の 受 理

別 表 第 二 南 部 小 動 物 管 理 指 導 セ ン タ ー 所 長 の 項 第 三 号 １ 中 ｢ 法 第 二 十 四 条 第 一 項 ｣ を ｢ 第 二 十 四 条 第 一 項 ( 第 二

十 四 条 の 四 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)｣ に 改 め 、 同 号 ２ 中 ｢ 第 三 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 ｣ を ｢ 第 三 十 五 条 第

一 項 本 文 ( 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。)｣ に 、 ｢ 及 び ね こ ｣ を ｢ 又 は 猫 ｣ に 改 め 、 同 表 農 林 総 合 事 務

所 長 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

九 石 川 県 に お け る 水 資 源 の 供 給 源 と し て の 森 林 の 保 全 に 関 す る 条 例 ( 平 成 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 十 号 )

１ 第 七 条 第 一 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 の 受 理

２ 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 知

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施

行 す る 。

一 第 二 条 ( 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。) の 規 定 平 成 二 十 五 年 九 月 一 日

二 第 二 条 中 石 川 県 事 務 委 任 規 則 別 表 第 二 農 林 総 合 事 務 所 長 の 項 に 一 号 を 加 え る 改 正 規 定 平 成 二 十 五 年 十 月 一 日

石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 五 年 三 月 二 十 九 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 二 十 号

石 川 県 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 組 織 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 二 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 の 表 商 工 労 働 部 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 三 条 第 二 項 中 ｢ 、 商 工 労 働 部 に 観 光 交 流 局 を ｣ を 削 り 、 同 条 第 三 項 の 表 観 光 交 流 局 の 項 を 削 り 、 同 条 第 五 項 中

｢ 子 ど も 政 策 担 当 課 長 及 び 子 育 て 支 援 担 当 課 長 ｣ を ｢ 子 ど も 政 策 課 長 及 び 子 育 て 支 援 課 長 ｣ に 改 め 、 同 条 第 六 項 の 表

中 観 光 推 進 課 の 項 を 削 り 、 農 業 政 策 課 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 三 条 第 六 項 の 表 河 川 課 の 項 を 削 る 。

第 七 条 第 一 項 の 表 医 療 対 策 課 の 項 第 六 号 を 削 り 、 同 項 第 七 号 中 ｢ 及 び へ き 地 医 療 の 提 供 ｣ を 削 り 、 同 項 中 同 号 を 第

六 号 と し 、 第 八 号 か ら 第 十 二 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 地 域 医 療 推 進 室 の 項 第 三 号 中 ｢ の 総 合 的 推 進 ｣ を ｢ 及

び 医 療 と 介 護 の 連 携 の 推 進 ｣ に 改 め 、 同 項 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

４ 救 急 医 療 に 関 す る こ と 。

第 七 条 第 一 項 の 表 健 康 推 進 課 の 項 中 第 九 号 を 削 り 、 第 十 号 を 第 九 号 と し 、 第 十 一 号 か ら 第 二 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰

り 上 げ 、 同 表 薬 事 衛 生 課 の 項 中 第 九 号 を 削 り 、 第 十 号 を 第 九 号 と し 、 第 十 一 号 か ら 第 十 七 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、

同 条 第 二 項 の 表 第 二 十 号 中 ｢ の 療 育 並 び に ｣ を ｢ 及 び ｣ に 改 め 、 ｢ 及 び 育 成 医 療 ｣ を 削 る 。

第 八 条 中 第 二 項 を 削 り 、 第 三 項 を 第 二 項 と し 、 第 四 項 を 削 り 、 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

観 光 戦 略 推 進 部 企 画 調 整 室 、 観 光 振 興 課 、 首 都 圏 戦 略 課 、 国 際 観 光 課 、 国 際 交 流 課

森 林 管 理 課 全 国 植 樹 祭 推 進 室
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( 観 光 戦 略 推 進 部 の 各 分 課 等 の 分 掌 事 務 )
第 八 条 の 二 観 光 戦 略 推 進 部 の 各 分 課 の 分 掌 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。

第 九 条 第 一 項 の 表 経 営 対 策 課 の 項 中 第 六 号 を 削 り 、 第 七 号 を 第 六 号 と し 、 第 八 号 か ら 第 十 九 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り

上 げ 、 同 表 森 林 管 理 課 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。� 全 国 植 樹 祭 に 関 す る こ と 。

第 九 条 第 三 項 の 表 農 業 人 材 政 策 室 の 項 中 ｢ 第 一 項 の 表 農 業 政 策 課 の 項 第 二 十 二 号 及 び 第 二 十 三 号 ｣ を ｢ 第 一 項 の 表

農 業 政 策 課 の 項 第 十 二 号 及 び 第 二 十 一 号 か ら 第 二 十 三 号 ま で ｣ に 改 め 、 同 表 中 山 間 地 域 振 興 室 の 項 中 ｢ か ら 第 二 十 一

号 ま で ｣ を ｢ か ら 第 二 十 号 ま で ｣ に 改 め 、 同 表 技 術 管 理 室 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 十 条 第 一 項 の 表 道 路 建 設 課 の 項 中 第 四 号 及 び 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 四 号 と し 、 同 表 河 川 課 の 項 第 四 号 中 ｢ 建

設 及 び ｣ を 削 り 、 同 項 中 第 十 四 号 を 削 り 、 第 十 五 号 を 第 十 四 号 と し 、 第 十 六 号 を 第 十 五 号 と し 、 同 表 都 市 計 画 課 の 項

国 際 交 流 課

国 際 観 光 課

首 都 圏 戦 略 課

観 光 振 興 課

企 画 調 整 室

分 課 名

１ 国 際 交 流 の 総 合 的 な 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

２ 国 際 交 流 に 関 す る 情 報 収 集 及 び 啓 発 に 関 す る こ と 。

３ 国 際 交 流 事 業 及 び 国 際 協 力 事 業 に 関 す る こ と ( 他 課 の 分 掌 事 務 を 除 く 。) 。

４ 国 際 交 流 関 係 団 体 の 育 成 指 導 に 関 す る こ と 。

５ 旅 券 に 関 す る こ と 。

６ 海 外 移 住 石 川 県 人 ( 会 ) と の 連 絡 に 関 す る こ と 。

７ 外 国 公 館 等 に 関 す る こ と 。

８ 国 際 交 流 セ ン タ ー に 関 す る こ と 。

１ 国 際 観 光 に 関 す る 施 策 の 総 合 的 な 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

２ 海 外 か ら の 誘 客 の 促 進 に 関 す る こ と 。

３ 外 国 人 観 光 客 の 受 入 体 制 の 整 備 に 関 す る こ と 。

４ 通 訳 案 内 士 に 関 す る こ と 。

１ 北 陸 新 幹 線 の 開 業 Ｐ Ｒ 戦 略 に 係 る 総 合 的 な 企 画 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。

２ 首 都 圏 か ら の 誘 客 の 促 進 に 関 す る こ と 。

３ 首 都 圏 誘 客 に 係 る 受 け 地 の 魅 力 向 上 に 関 す る こ と 。

１ 観 光 誘 客 イ ベ ン ト の 企 画 及 び 実 施 に 関 す る こ と 。

２ ニ ュ ー ツ ー リ ズ ム の 振 興 に 関 す る こ と 。

３ 観 光 宣 伝 及 び 観 光 客 の 誘 致 に 関 す る こ と 。

４ コ ン ベ ン シ ョ ン 等 の 誘 致 に 関 す る こ と 。

５ 温 泉 地 の 活 性 化 に 関 す る こ と ( 他 課 の 分 掌 事 務 を 除 く 。) 。

６ 旅 行 業 に 関 す る こ と 。

７ 保 健 休 養 林 事 業 に 関 す る こ と 。

８ 観 光 交 流 施 設 整 備 に 関 す る こ と 。

９ 石 川 県 県 民 ふ れ あ い 公 社 と の 連 絡 及 び 調 整 に 関 す る こ と 。� 海 の 自 然 生 態 館 、 い し か わ 動 物 園 及 び ふ れ あ い 昆 虫 館 に 関 す る こ と 。� 観 光 戦 略 推 進 部 主 管 事 務 で 他 の 分 課 に 属 し な い こ と 。� 観 光 戦 略 推 進 部 の 企 画 調 整 室 の 庶 務 に 関 す る こ と ( 総 務 事 務 管 理 室 の 分 掌 事 務 に 係 る

も の を 除 く 。) 。

１ 観 光 戦 略 推 進 部 内 の 政 策 、 計 画 及 び 予 算 の 企 画 調 整 に 関 す る こ と 。

２ 観 光 戦 略 推 進 部 内 の 人 事 、 組 織 及 び 定 数 の 管 理 及 び 企 画 調 整 に 関 す る こ と 。

３ 観 光 戦 略 推 進 部 内 の 事 務 の 連 絡 調 整 等 に 関 す る こ と 。

４ 観 光 交 流 戦 略 の 企 画 立 案 及 び 推 進 に 関 す る こ と 。

５ 他 府 県 在 住 石 川 県 人 ( 会 ) と の 連 絡 に 関 す る こ と 。

６ 観 光 関 係 団 体 の 育 成 指 導 に 関 す る こ と 。

分 掌 事 務

全 国 植 樹 祭 推 進 室 第 一 項 の 表 森 林 管 理 課 の 項 第 二 十 四 号 に 掲 げ る 事 務
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中 第 四 号 及 び 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 四 号 と し 、 第 七 号 か ら 第 十 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 十 一 号 を 削 り 、 第

十 二 号 を 第 九 号 と し 、 第 十 三 号 を 第 十 号 と し 、 同 表 建 築 住 宅 課 の 項 第 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

５ 都 市 再 開 発 法 に 基 づ く 市 街 地 再 開 発 事 業 に 関 す る こ と 。

第 十 条 第 一 項 の 表 建 築 住 宅 課 の 項 第 二 十 五 号 中 ｢ こ と に ｣ を ｢ も の に ｣ に 改 め 、 同 項 第 二 十 七 号 を 次 の よ う に 改 め

る 。 � 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 四 年 法 律 第 八 十 四 号 ) の 施 行 に 関 す る こ と ( 建 築 物 に 係 る 措

置 に 関 す る も の に 限 る 。) 。

第 十 条 第 一 項 の 表 建 築 住 宅 課 の 項 第 二 十 八 号 を 削 り 、 同 条 第 二 項 の 表 ダ ム 建 設 室 の 項 を 削 り 、 同 表 景 観 形 成 推 進 室

の 項 中 ｢ 第 一 項 の 表 都 市 計 画 課 の 項 第 十 号 及 び 第 十 一 号 ｣ を ｢ 第 一 項 の 表 都 市 計 画 課 の 項 第 一 号 及 び 第 八 号 ｣ に 改 め

る 。
第 十 三 条 第 三 項 中 ｢ 置 き 、 当 該 審 議 監 、 参 事 、 技 監 、 知 事 室 長 、 知 事 室 次 長 及 び 政 策 調 整 監 は 上 司 ｣ を ｢ 置 く こ と

が で き る も の と し 、 こ れ ら の 職 に あ る 者 は 、 上 司 ｣ に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 ｢ 、 新 幹 線 開 業 Ｐ Ｒ 推 進 室 に 新 幹 線 開 業 Ｐ

Ｒ 推 進 課 長 を 置 き 、 当 該 危 機 管 理 監 付 課 長 、 原 子 力 安 全 対 策 室 長 、 原 子 力 安 全 対 策 室 次 長 、 原 子 力 安 全 対 策 担 当 課 長

及 び 新 幹 線 開 業 Ｐ Ｒ 推 進 課 長 ｣ を ｢ 置 く こ と が で き る も の と し 、 こ れ ら の 職 に あ る 者 ｣ に 改 め る 。

第 十 五 条 第 七 号 の 表 備 考 ２ の 表 中 ｢ 羽 咋 市 旭 町 ｣ を ｢ 羽 咋 市 石 野 町 ｣ に 改 め 、 同 条 第 十 号 の 表 中 ｢ 七 尾 市 府 中 本 町 ｣

を ｢ 七 尾 市 本 府 中 町 ｣ に 改 め 、 同 表 維 持 管 理 課 の 項 中 � を 削 り 、 � を � と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 十 五 条 第 十 号 の 表 建 築 課 の 項 � 中 ｢ 場 合 ｣ を ｢ も の ｣ に 、 ｢ 及 び 小 松 市 ｣ を ｢ 並 び に 小 松 市 ｣ に 改 め 、 同 項 に 次

の よ う に 加 え る 。� 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と ( 建 築 物 に 係 る 措 置 に 関 す る も の に 限 る 。) ( 南 加 賀

土 木 総 合 事 務 所 に あ つ て は 加 賀 市 及 び 能 美 市 の 区 域 ( 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 第 四 号 に 掲 げ る 建 築 物 に 係 る も

の に 限 る 。) 並 び に 小 松 市 の 区 域 を 、 県 央 土 木 総 合 事 務 所 に あ つ て は 金 沢 市 の 区 域 を 、 中 能 登 土 木 総 合 事 務 所

に あ つ て は 七 尾 市 の 区 域 を 除 く 。) 。

第 十 五 条 第 十 号 の 表 備 考 の 表 建 築 課 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

９ バ リ ア フ リ ー 社 会 の 推 進 に 関 す る こ と ( 公 共 交 通 機 関 の 施 設 以 外 の 建 築 物 等 に 係 る 措 置 に 関 す る も の に 限

る 。) 。� エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と ( 建 築 物 に 係 る 措 置 に 関 す る も の に 限 る 。) 。� 長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と 。� 都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ と ( 建 築 物 に 係 る 措 置 に 関 す る も の に 限 る 。) 。

第 十 五 条 第 十 号 の 表 備 考 を 同 表 備 考 ２ と し 、 同 表 に 備 考 １ と し て 次 の よ う に 加 え る 。

１ の と 里 山 海 道 維 持 管 理 課 の 分 掌 事 務 に つ い て は 、 中 能 登 土 木 総 合 事 務 所 は 、 こ の 表 に 掲 げ る 所 管 区 域 に か か

わ ら ず 、 河 北 郡 、 羽 咋 郡 、 鳳 珠 郡 、 金 沢 市 、 か ほ く 市 、 羽 咋 市 及 び 七 尾 市 の 区 域 を 管 轄 す る も の と す る 。

第 十 六 条 第 六 号 の 表 中

の と 里 山 海 道 維 持

管 理 課 ( 中 能 登 土

木 総 合 事 務 所 に 限

る 。)

管 理 係

施 設 整 備 係

１ 土 木 施 設 の 管 理 ( 占 有 及 び 使 用 の 許 可 を 含 む 。) に 関 す る こ と 。

２ 公 共 用 地 に お け る 生 産 物 採 取 の 許 可 に 関 す る こ と 。

３ 国 土 交 通 省 所 管 国 有 財 産 の 管 理 に 関 す る こ と 。

４ 土 木 施 設 の 維 持 修 繕 ( 道 路 舗 装 、 交 通 安 全 施 設 、 道 路 災 害 、 道 路

防 災 、 防 雪 及 び 除 雪 事 業 を 含 む 。) に 関 す る こ と 。

５ 工 事 不 用 材 料 及 び 物 件 の 保 管 に 関 す る こ と 。

６ 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る こ

と ( 建 築 工 事 に 関 す る も の を 除 く 。) 。

( 以 上 一 般 国 道 四 七 〇 号 ( 県 が 管 理 す る 区 間 に 限 る 。) 、 主 要 地 方 道 七

尾 輪 島 線 ( 自 動 車 専 用 道 路 区 間 に 限 る 。) 、 主 要 地 方 道 金 沢 田 鶴 浜 線

( 自 動 車 専 用 道 路 区 間 に 限 る 。) 及 び 一 般 県 道 金 沢 羽 咋 自 転 車 道 線 に 関

す る も の に 限 る 。)
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同 条 第 八 号 の 表 石 川 県 立 中 央 病 院 の 項 中

改 め 、 同 表 石 川 県 立 高 松 病 院 の 項 中

同 条 中 第 十 二 号 を 削 り 、 第 十 三 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 十 四 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 五 号 を 第 十 四 号 と す る 。

第 十 七 条 中 第 十 八 号 を 削 り 、 第 十 九 号 を 第 十 八 号 と す る 。

第 十 九 条 第 二 項 中 ｢ 、 児 童 生 活 指 導 セ ン タ ー 、 精 育 園 及 び 錦 城 学 園 ｣ を ｢ 及 び 児 童 生 活 指 導 セ ン タ ー ｣ に 改 め る 。

別 表 第 一 第 一 号 の 表 石 川 県 社 会 福 祉 審 議 会 の 項 中 ｢ 健 康 福 祉 部 企 画 調 整 室 ｣ を ｢ 厚 生 政 策 課 ｣ に 改 め 、 別 表 第 一 第

二 号 の 表 石 川 県 障 害 者 介 護 給 付 費 等 不 服 審 査 会 の 項 中 ｢ 障 害 者 自 立 支 援 法 ｣ を ｢ 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総

合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 ｣ に 改 め る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 石 川 県 通 訳 案 内 士 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 )

２ 石 川 県 通 訳 案 内 士 法 施 行 細 則 ( 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 ｢ 石 川 県 観 光 交 流 局 交 流 政 策 課 ｣ を ｢ 石 川 県 観 光 戦 略 推 進 部 国 際 観 光 課 ｣ に 改 め る 。

｢

を

｣

相 談 課

学 習 支 援 課

庶 務 課

消 費 生 活 に 関 す る 相 談 及 び 苦 情 の 処 理 に 関 す る こ と 。

１ 消 費 者 教 育 の 普 及 及 び 情 報 提 供 に 関 す る こ と 。

２ 商 品 又 は サ ー ビ ス に つ い て の 検 査 、 調 査 等 に 関 す る こ と 。

セ ン タ ー 内 の 事 務 の 連 絡 調 整 及 び 他 課 の 所 掌 に 属 し な い 事 項 に 関 す る こ と 。

｢

に 改 め 、

｣

学 習 支 援 課

相 談 課

１ 消 費 者 教 育 の 普 及 及 び 情 報 提 供 に 関 す る こ と 。

２ 商 品 又 は サ ー ビ ス に つ い て の 検 査 、 調 査 等 に 関 す る こ と 。

１ 消 費 生 活 に 関 す る 相 談 及 び 苦 情 の 処 理 に 関 す る こ と 。

２ セ ン タ ー 内 の 事 務 の 連 絡 調 整 及 び 学 習 支 援 課 の 所 掌 に 属 し な い 事 項 に 関 す

る こ と 。

｢

を

｣

経 理 課

経 理 係

用 度 係

施 設 係

１ 病 院 事 業 の 予 算 の 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。

２ 病 院 事 業 の 資 金 計 画 に 関 す る こ と 。

３ 物 品 の 購 入 、 出 納 、 保 管 、 修 繕 及 び 処 分 に 関 す る こ

と 。

４ そ の 他 病 院 事 業 の 財 務 に 関 す る こ と 。

｢

に

｣

病 院 建 設 推 進 課

経 理 課

企 画 係

建 設 係

経 理 係

用 度 係

施 設 係

県 立 中 央 病 院 の 建 設 に 関 す る こ と 。

１ 病 院 事 業 の 予 算 の 経 理 及 び 決 算 に 関 す る こ と 。

２ 病 院 事 業 の 資 金 計 画 に 関 す る こ と 。

３ 物 品 の 購 入 、 出 納 、 保 管 、 修 繕 及 び 処 分 に 関 す る こ

と 。

４ そ の 他 病 院 事 業 の 財 務 に 関 す る こ と 。

｢

を
｣

病 歴 管 理 室 病 歴 の 管 理 に 関 す る こ と 。

｢

に 改 め 、
｣

医 療 情 報 室 医 療 情 報 に 関 す る こ と 。
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訓 令

石川県訓令第５号

庁 中 一 般

出 先 機 関

副知事の担任事項に関する規程 (平成18年石川県訓令第13号) の一部を次のように改正する｡

平成25年３月29日

石川県知事 谷 本 正 憲

第１条第２号オ中 ｢観光交流局｣ を ｢観光戦略推進部｣ に改める｡

附 則

この訓令は､ 平成25年４月１日から施行する｡

(１箇月2,350円送料とも) 発行人 〒920－8580 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 石 川 県

印刷所 〒921－8002 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 ㈱ 共 栄 TEL(076)292－2236
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